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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示可能な映像信号の複数の解像度の各々について、該解像度を有する表示可能な映像
信号の生成に必要な詳細設定情報を記憶する第１の記憶手段と、
　前記複数の解像度に関する第１の情報と、前記複数の解像度のうちの一部の解像度に対
応する詳細設定情報を含む第２の情報と、を有する対応映像信号情報を記憶する第２の記
憶手段と、
　前記第２の記憶手段により記憶された前記対応映像信号情報を映像出力装置に送信する
送信手段と、
　前記送信手段による前記対応映像信号情報の送信後に前記映像出力装置から受信した映
像信号が、表示可能な解像度を有するか否か、及び表示可能な映像信号であるか否かを判
断する判断手段と、
　前記受信した映像信号が、表示可能な解像度を有してはいるが、表示できない映像信号
であると前記判断手段により判断された場合、前記送信した対応映像信号情報の前記第２
の情報に含まれていなかった、前記受信した映像信号が有する解像度に対応する詳細設定
情報を前記第１の記憶手段から取得し、前記第２の情報が該詳細設定情報を含むように、
前記第２の記憶手段に記憶された前記対応映像信号情報を更新する更新手段と、を備え、
　前記送信手段は、前記更新手段により更新された前記対応映像信号情報を前記映像出力
装置に送信することを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
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　前記更新手段は、前記受信した映像信号が表示可能な解像度を有してはいるが、表示で
きない映像信号であると前記判断手段により判断された場合において、前記受信した映像
信号が有する解像度が前記送信した対応映像信号情報の前記第１の情報に含まれていた場
合に、前記対応映像信号情報を更新することを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置
。
【請求項３】
　前記更新手段は、前記受信した映像信号が表示可能な解像度を有してはいるが、表示で
きない映像信号であると前記判断手段により判断された場合において、前記受信した映像
信号が有する解像度に対応する詳細設定情報が前記送信した対応映像信号情報の前記第２
の情報に含まれていた場合に、前記対応映像信号情報を更新しないことを特徴とする請求
項１または２に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　詳細設定情報は、映像信号のピクセルクロック、有効画素、ブランキング、フロントポ
ーチ、同期幅、実画面寸法、及びインタレースの少なくともいずれかを含むことを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の映像表示装置。
【請求項５】
　前記判断手段は、
　　前記受信した映像信号が表示可能な解像度を有するか否かを、前記第１の記憶手段ま
たは前記第２の記憶手段に記憶された情報に基づき判断し、
　　前記受信した映像信号が表示可能な映像信号であるか否かを、前記第２の記憶手段に
記憶された情報に基づき判断する
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の映像表示装置。
【請求項６】
　前記判断手段により、前記受信した映像信号が表示可能な解像度を有しないと判断され
た場合に、前記映像表示装置の画面にエラー通知の表示を行う第１の通知手段をさらに備
えることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の映像表示装置。
【請求項７】
　前記受信した映像信号が、表示可能な解像度を有してはいるが、表示できない映像信号
であると前記判断手段により判断された場合において、前記受信した映像信号が有する解
像度に対応する詳細設定情報が、前記送信した対応映像信号情報の前記第２の情報に含ま
れていた場合に、前記映像表示装置の画面にエラー通知の表示を行う第２の通知手段をさ
らに備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の映像表示装置。
【請求項８】
　前記第１の情報は、ＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）で定められて
いるStandard Timing及びEstablished Timingの情報であり、
　前記第２の情報は、ＥＤＩＤで定められているDetailed Timingの情報であることを特
徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の映像表示装置。
【請求項９】
　映像表示装置が表示可能な映像信号の複数の解像度に関する第１の情報と、前記複数の
解像度のうちの一部の解像度について、各解像度を有する映像信号の生成に必要な詳細設
定情報を含む第２の情報とを前記映像表示装置から取得する第１の取得手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能か
否かを判断する第１の判断手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能か
否かを判断する第２の判断手段と、
　前記第１の判断手段により前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能でないと判断
され、かつ、前記第２の判断手段により前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能で
あると判断された場合に、前記第１の情報に含まれる前記複数の解像度のうちのいずれか
の解像度に対応する詳細設定情報であって、前記第２の情報に含まれていなかった詳細設
定情報を前記映像表示装置に要求し、取得する第２の取得手段と、
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　前記第２の取得手段により取得された詳細設定情報に対応する映像信号を生成して前記
映像表示装置に出力する出力手段と、
を備えることを特徴とする映像出力装置。
【請求項１０】
　前記第２の取得手段が取得した詳細設定情報に対応する映像信号を前記出力手段が生成
できない場合、
　前記第２の取得手段はさらに、前記第１の情報に含まれる前記複数の解像度のうちの、
まだ詳細設定情報を取得していない別の解像度に対応する詳細設定情報を前記映像表示装
置に要求し、取得することを特徴とする請求項９に記載の映像出力装置。
【請求項１１】
　詳細設定情報は、映像信号のピクセルクロック、有効画素、ブランキング、フロントポ
ーチ、同期幅、実画面寸法、及びインタレースの少なくともいずれかを含むことを特徴と
する請求項９または１０に記載の映像出力装置。
【請求項１２】
　前記第２の取得手段により取得された詳細設定情報に対応する映像信号を前記出力手段
が生成できない場合、
　前記出力手段は、前記第２の取得手段により取得された詳細設定情報に対応しない映像
信号であって、該詳細設定情報に対応する解像度を有する出力可能な映像信号を生成して
前記映像表示装置に出力することを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の
映像出力装置。
【請求項１３】
　前記第１の情報は、ＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）で定められて
いるStandard Timing及びEstablished Timingの情報であり、
　前記第２の情報は、ＥＤＩＤで定められているDetailed Timingの情報であることを特
徴とする請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の映像出力装置。
【請求項１４】
　映像出力装置から出力された映像信号を表示する映像表示装置であって、
　前記映像出力装置は、
　　前記映像表示装置が表示可能な映像信号の複数の解像度に関する第１の情報と、前記
複数の解像度のうちの一部の解像度について、各解像度を有する映像信号の生成に必要な
詳細設定情報を含む第２の情報とを前記映像表示装置から取得する第１の取得手段と、
　　前記第１の取得手段により取得された前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能
か否かを判断する第１の判断手段と、
　　前記第１の取得手段により取得された前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能
か否かを判断する第２の判断手段と、
　　前記第１の判断手段により前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能でないと判
断され、かつ、前記第２の判断手段により前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能
であると判断された場合に、前記第１の情報に含まれる前記複数の解像度のうちのいずれ
かの解像度に対応する詳細設定情報であって、前記第２の情報に含まれていなかった詳細
設定情報を前記映像表示装置に要求し、取得する第２の取得手段と、
　　前記第２の取得手段により取得された詳細設定情報に対応する映像信号を生成して前
記映像表示装置に出力する出力手段と、を備え、
　前記映像表示装置は、
　　前記複数の解像度の各々について、該解像度に対応する詳細設定情報を記憶する記憶
手段と、
　　前記第１の情報及び前記第２の情報を前記映像出力装置に送信する第１の送信手段と
、
　　前記第１の送信手段による前記第１の情報及び前記第２の情報の送信後、前記第２の
取得手段による前記要求を前記映像出力装置から受信した場合に、前記記憶手段に記憶さ
れている前記第２の情報に含まれていなかった詳細設定情報を前記映像出力装置に送信す
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る第２の送信手段と、
を備えることを特徴とする映像表示装置。
【請求項１５】
　詳細設定情報は、映像信号のピクセルクロック、有効画素、ブランキング、フロントポ
ーチ、同期幅、実画面寸法、及びインタレースの少なくともいずれかを含むことを特徴と
する請求項１４に記載の映像表示装置。
【請求項１６】
　前記第１の情報は、ＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）で定められて
いるStandard Timing及びEstablished Timingの情報であり、
　前記第２の情報は、ＥＤＩＤで定められているDetailed Timingの情報であることを特
徴とする請求項１４または１５に記載の映像表示装置。
【請求項１７】
　映像出力装置と、当該映像出力装置から出力された映像信号を表示する映像表示装置と
を有する映像提示システムであって、
　前記映像出力装置は、
　　前記映像表示装置が表示可能な映像信号の複数の解像度に関する第１の情報と、前記
複数の解像度のうちの一部の解像度について、各解像度を有する映像信号の生成に必要な
詳細設定情報を含む第２の情報とを前記映像表示装置から取得する第１の取得手段と、
　　前記第１の取得手段により取得された前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能
か否かを判断する第１の判断手段と、
　　前記第１の取得手段により取得された前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能
か否かを判断する第２の判断手段と、
　　前記第１の判断手段により前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能でないと判
断され、かつ、前記第２の判断手段により前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能
であると判断された場合に、前記第１の情報に含まれる前記複数の解像度のうちのいずれ
かの解像度に対応する詳細設定情報であって、前記第２の情報に含まれていなかった詳細
設定情報を前記映像表示装置に要求し、取得する第２の取得手段と、
　　前記第２の取得手段により取得された詳細設定情報に対応する映像信号を生成して前
記映像表示装置に出力する出力手段と、を備え、
　前記映像表示装置は、
　　前記複数の解像度の各々について、該解像度に対応する詳細設定情報を記憶する記憶
手段と、
　　前記第１の情報及び前記第２の情報を前記映像出力装置に送信する第１の送信手段と
、
　　前記第１の送信手段による前記第１の情報及び前記第２の情報の送信後、前記第２の
取得手段による前記要求を前記映像出力装置から受信した場合に、前記記憶手段に記憶さ
れている前記第２の情報に含まれていなかった詳細設定情報を前記映像出力装置に送信す
る第２の送信手段と、
を備えることを特徴とする映像提示システム。
【請求項１８】
　表示可能な映像信号の複数の解像度の各々について、該解像度を有する表示可能な映像
信号の生成に必要な詳細設定情報を記憶する第１の記憶手段と、前記複数の解像度に関す
る第１の情報と、前記複数の解像度のうちの一部の解像度に対応する詳細設定情報を含む
第２の情報と、を有する対応映像信号情報を記憶する第２の記憶手段と、前記第２の記憶
手段により記憶された前記対応映像信号情報を映像出力装置に送信する送信手段と、を備
える映像表示装置の制御方法であって、
　判断手段が、前記送信手段による前記対応映像信号情報の送信後、前記映像出力装置か
ら受信した映像信号が、表示可能な解像度を有するか否か、及び表示可能な映像信号であ
るか否かを判断する判断工程と、
　更新手段が、前記受信した映像信号が、表示可能な解像度を有してはいるが、表示でき
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ない映像信号であると前記判断工程において判断された場合に、前記送信手段により送信
された対応映像信号情報の前記第２の情報に含まれていなかった、前記受信した映像信号
が有する解像度に対応する詳細設定情報を前記第１の記憶手段から取得し、前記第２の情
報が該詳細設定情報を含むように、前記第２の記憶手段に記憶された前記対応映像信号情
報を更新する更新工程と、を備え、
　前記送信手段は、前記更新工程において更新された前記対応映像信号情報を前記映像出
力装置に送信することを特徴とする映像表示装置の制御方法。
【請求項１９】
　第１の取得手段が、映像表示装置が表示可能な映像信号の複数の解像度に関する第１の
情報と、前記複数の解像度のうちの一部の解像度について、各解像度を有する映像信号の
生成に必要な詳細設定情報を含む第２の情報とを前記映像表示装置から取得する第１の取
得工程と、
　第１の判断手段が、前記第１の取得工程において取得された前記第２の情報に対応する
映像信号が出力可能か否かを判断する第１の判断工程と、
　第２の判断手段が、前記第１の取得工程において取得された前記第１の情報に対応する
映像信号が出力可能か否かを判断する第２の判断工程と、
　第２の取得手段が、前記第１の判断工程において前記第２の情報に対応する映像信号が
出力可能でないと判断され、かつ、前記第２の判断工程において前記第１の情報に対応す
る映像信号が出力可能であると判断された場合に、前記第１の情報に含まれる前記複数の
解像度のうちのいずれかの解像度に対応する詳細設定情報であって、前記第２の情報に含
まれていなかった詳細設定情報を前記映像表示装置に要求し、取得する第２の取得工程と
、
　出力手段が、前記第２の取得工程において取得された詳細設定情報に対応する映像信号
を生成して前記映像表示装置に出力する出力工程と、
を備えることを特徴とする映像出力装置の制御方法。
【請求項２０】
　映像出力装置から出力された映像信号を表示する映像表示装置の制御方法であって、
　前記映像出力装置が、
　　前記映像表示装置が表示可能な映像信号の複数の解像度に関する第１の情報と、前記
複数の解像度のうちの一部の解像度について、各解像度を有する映像信号を生成するため
に必要な詳細設定情報を含む第２の情報とを前記映像表示装置から取得する第１の取得手
段と、
　　前記第１の取得手段により取得された前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能
か否かを判断する第１の判断手段と、
　　前記第１の取得手段により取得された前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能
か否かを判断する第２の判断手段と、
　　前記第１の判断手段により前記第２の情報に対応する映像信号が出力可能でないと判
断され、かつ、前記第２の判断手段により前記第１の情報に対応する映像信号が出力可能
であると判断された場合に、前記第１の情報に含まれる前記複数の解像度のうちのいずれ
かの解像度に対応する詳細設定情報であって、前記第２の情報に含まれていなかった詳細
設定情報を前記映像表示装置に要求し、取得する第２の取得手段と、
　　前記第２の取得手段により取得された詳細設定情報に対応する映像信号を生成して前
記映像表示装置に出力する出力手段と、を備え、
　前記映像表示装置は、前記複数の解像度の各々について、該解像度に対応する詳細設定
情報を記憶する記憶手段を有し、該装置は、
　　第１の送信手段が、前記第１の情報及び前記第２の情報を前記映像出力装置に送信す
る第１の送信工程と、
　　第２の送信手段が、前記第１の送信工程における前記第１の情報及び前記第２の情報
の送信後、前記第２の取得手段による前記要求を前記映像出力装置から受信した場合に、
前記記憶手段に記憶されている前記第２の情報に含まれていなかった詳細設定情報を前記
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映像出力装置に送信する第２の送信工程と、
を備えることを特徴とする映像表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のテレビ受像機等の映像表示装置の普及により、表示領域について様々な解像度（
画素数）を有する映像表示装置が存在する。映像表示装置の中には、同一の解像度を有す
るものであっても、表示可能な映像信号の種類が異なることがある。これは表示可能な映
像信号についての垂直走査周波数、有効画素、及びブランキング期間等が映像表示装置ご
とに設定されていることに起因する。
【０００３】
　解像度や垂直走査周波数、有効画素、及びブランキング期間等を含む表示可能な映像信
号についての識別情報（対応映像信号情報）は、一般に映像表示装置のそれぞれの記憶領
域に格納されている。例えばＤＶＩ（Digital Visual Interface）規格では、映像出力装
置であるソース装置と映像表示装置であるシンク機器を規定しており、シンク装置側のＥ
ＤＩＤ（Extended Display Identification Data）内に対応映像信号情報が含められてい
る。ソース装置は、シンク装置からＥＤＩＤを取得することで、シンク機器で表示可能な
映像信号を把握することが可能である。即ち、映像表示装置に対応した映像信号を映像出
力装置から出力させるためには、このような対応している映像信号の情報を映像出力装置
に対して送信する必要がある。
【０００４】
　しかしながら、表示可能な映像信号は同一の映像表示装置であっても解像度や設定によ
って異なるが、記憶領域を鑑みて全ての組み合わせを対応映像信号情報に含めず、所定数
の映像信号の詳細な記述と、解像度、周波数等の簡易的な記述とに分けている。そして、
映像表示装置の設定の変化等により映像信号の詳細な設定情報の記述にはない映像信号を
受信する必要がある場合は、簡易的な映像信号の記述として含められた情報のうちの対応
する情報を用いて、映像信号の詳細な設定情報を生成して書き換える。簡易的な映像信号
の記述として含められた情報から映像信号の詳細な設定情報を生成する場合は、規格で設
定されている所定の算出式を用いて、ピクセルクロックやブランキング期間等の情報が生
成される。
【０００５】
　例えば、上述したＤＶＩ規格では、ＥＤＩＤ内に、映像信号の詳細な設定情報を記述す
る領域としてのDetailed Timing（ＤＴ）領域、簡易的な映像信号を記述する領域として
のEstablished Timing（ＥＴ）領域、Standard Timing（ＳＴ）領域が規定されている。
特許文献１には、映像表示装置であるテレビジョン受信装置の画質設定や解像度設定が通
常の設定とは異なる場合に、ＥＤＩＤを書き換えることで、最適な映像信号を取得する技
術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２５２８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の技術は、映像表示装置の設定が変更された場合に、表示可
能な映像信号の識別情報を書き換えるものであったが、映像出力装置が当該対応している
映像信号を出力可能か否かは判断していなかった。即ち、自身の設定のみを参照して書き
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換えられた映像表示装置の対応している映像信号の情報を送信しても、映像出力装置から
対応していない映像信号が出力される可能性があった。
【０００８】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、映像表示装置が表示可能な映像
信号が、映像出力装置から出力され易くすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述の目的を達成するために、本発明の１つの態様の映像表示装置は、以下の構成を備
える。
　表示可能な映像信号の複数の解像度の各々について、該解像度を有する表示可能な映像
信号の生成に必要な詳細設定情報を記憶する第１の記憶手段と、複数の解像度に関する第
１の情報と、複数の解像度のうちの一部の解像度に対応する詳細設定情報を含む第２の情
報と、を有する対応映像信号情報を記憶する第２の記憶手段と、第２の記憶手段により記
憶された対応映像信号情報を映像出力装置に送信する送信手段と、送信手段による対応映
像信号情報の送信後、映像出力装置から受信した映像信号が、表示可能な解像度を有する
か否か、及び表示可能な映像信号であるか否かを判断する判断手段と、映像出力装置から
受信した映像信号が、表示可能な解像度を有してはいるが、表示できない映像信号である
と判断手段により判断された場合、送信した対応映像信号情報の第２の情報に含まれてい
なかった、受信した映像信号が有する解像度に対応する詳細設定情報を第１の記憶手段か
ら取得し、第２の情報が該詳細設定情報を含むように、第２の記憶手段に記憶された対応
映像信号情報を更新する更新手段と、を備え、送信手段は、更新手段により更新された対
応映像信号情報を映像出力装置に送信することを特徴とする。
【００１０】
　また前述の目的を達成するために、本発明の１つの態様の映像出力装置は、以下の構成
を備える。
　映像表示装置が表示可能な映像信号の複数の解像度に関する第１の情報と、複数の解像
度のうちの一部の解像度について、各解像度を有する映像信号の生成に必要な詳細設定情
報を含む第２の情報とを映像表示装置から取得する第１の取得手段と、第１の取得手段に
より取得された第２の情報に対応する映像信号が出力可能か否かを判断する第１の判断手
段と、第１の取得手段により取得された第１の情報に対応する映像信号が出力可能か否か
を判断する第２の判断手段と、第１の判断手段により第２の情報に対応する映像信号が出
力可能でないと判断され、かつ、第２の判断手段により第１の情報に対応する映像信号が
出力可能であると判断された場合に、第１の情報に含まれる複数の解像度のうちのいずれ
かの解像度に対応する詳細設定情報であって、第２の情報に含まれていなかった詳細設定
情報を映像表示装置に要求し、取得する第２の取得手段と、第２の取得手段により取得さ
れた詳細設定情報に対応する映像信号を生成して映像表示装置に出力する出力手段と、を
備えることを特徴とする。
【００１１】
　さらに前述の目的を達成するために、本発明の１つの態様の映像提示システムは、以下
の構成を備える。
　映像出力装置と、当該映像出力装置から出力された映像信号を表示する映像表示装置と
を有する映像提示システムであって、映像出力装置は、映像表示装置が表示可能な映像信
号の複数の解像度に関する第１の情報と、複数の解像度のうちの一部の解像度について、
各解像度を有する映像信号の生成に必要な詳細設定情報を含む第２の情報とを映像表示装
置から取得する第１の取得手段と、第１の取得手段により取得された第２の情報に対応す
る映像信号が出力可能か否かを判断する第１の判断手段と、第１の取得手段により取得さ
れた第１の情報に対応する映像信号が出力可能か否かを判断する第２の判断手段と、第１
の判断手段により第２の情報に対応する映像信号が出力可能でないと判断され、かつ、第
２の判断手段により第１の情報に対応する映像信号が出力可能であると判断された場合に
、第１の情報に含まれる複数の解像度のうちのいずれかの解像度に対応する詳細設定情報
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であって、前記第２の情報に含まれていなかった詳細設定情報を映像表示装置に要求し、
取得する第２の取得手段と、第２の取得手段により取得された詳細設定情報に対応する映
像信号を生成して映像表示装置に出力する出力手段と、を備え、映像表示装置は、複数の
解像度の各々について、該解像度に対応する詳細設定情報を記憶する記憶手段と、第１の
情報及び第２の情報を映像出力装置に送信する第１の送信手段と、第１の送信手段による
第１の情報及び第２の情報の送信後、第２の取得手段による要求を映像出力装置から受信
した場合に、記憶手段に記憶されている第２の情報に含まれていなかった詳細設定情報を
映像出力装置に送信する第２の送信手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　このような構成により本発明によれば、映像表示装置が表示可能な映像信号が、映像出
力装置から出力され易くすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る映像提示システムの機能構成を示したブロック図
【図２Ａ】本発明の実施形態に係るＥＤＩＤのデータ構造を示した図
【図２Ｂ】本発明の実施形態に係る更新前の対応映像信号記述領域４０１の詳細を示した
図
【図２Ｃ】本発明の実施形態に係る更新後の対応映像信号記述領域４０１の詳細を示した
図
【図３】本発明の実施形態１に係る映像表示処理のフローチャート
【図４】本発明の実施形態２に係る映像出力処理のフローチャート
【図５】本発明の実施形態２に係る映像表示処理のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（実施形態１）
　以下、本発明の好適な一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以
下に説明する一実施形態は、映像提示システムの一例として、ＤＶＩ規格に準拠した機器
間の通信を行うことが可能な、映像表示装置としてのＬＣＤ１００及び映像出力装置とし
てのＰＣ２００で構成されるシステムに、本発明を適用した例を説明する。しかし、本発
明は、ＨＤＭＩ規格やＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ規格等の、映像表示装置において表示可能
な映像信号の情報を通信することが可能な、映像表示装置及び映像出力装置を含む任意の
映像提示システムに適用可能である。
【００１５】
　また、本明細書において、「対応映像信号情報」とは、後述するＬＣＤ１００のＥＤＩ
Ｄメモリ１０４に格納されたＥＤＩＤに含まれている、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信
号を記述した情報を示すものとする。また「詳細記述子」とは、対応映像信号情報に含ま
れる情報のうち、解像度や垂直走査周波数、あるいはアスペクト比等の一般的な情報では
なく、ピクセルクロック、有効画素、ブランキング等の信号処理に係る、より詳細な設定
情報を示すものとする。なお、本実施形態においてＬＣＤ１００及びＰＣ２００はＤＶＩ
規格に準拠するものであり、ＬＣＤ１００はシンク装置、ＰＣ２００はソース装置に相当
するものである。
【００１６】
　（映像提示システムの構成）
　図１は、本発明の実施形態に係る映像提示システムに含まれるＬＣＤ１００及びＰＣ２
００の機能構成を示すブロック図である。
【００１７】
　（ＬＣＤ１００の構成）
　ＣＰＵ１０１は、ＬＣＤ１００が備える各ブロックの動作を制御するブロックである。
具体的にはＣＰＵ１０１は、例えば後述する映像表示処理のプログラムをＲＯＭ１０２よ
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り読み出し、ＲＡＭ１０３に展開して実行することにより、ＬＣＤ１００が備える各ブロ
ックの動作を制御する。
【００１８】
　ＲＯＭ１０２は、ＥＥＰＲＯＭ等の書き換え可能な不揮発性メモリであり、映像表示処
理のプログラムに限らず、ＬＣＤ１００の動作制御に関するプログラムや各ブロックの動
作に必要な設定パラメータ等の情報を記憶する。なお、本実施形態ではＲＯＭ１０２は、
ＬＣＤ１００の表示可能な映像信号について、解像度や垂直走査周波数等の情報、及び詳
細記述子の情報の各パラメータを示すテーブルを格納しているものとする。ただし、ＲＯ
Ｍ１０２に、詳細記述子の情報の各パラメータを格納することは必須ではなく、解像度や
垂直走査周波数等の情報から詳細記述子の情報の各パラメータを算出するための算出式を
格納してもよい。当該算出式は例えばＥＩＡ／ＣＥＡ－８６１規格により規定されており
、映像表示装置ごとに、対応可能な解像度のそれぞれについて数種の算出式のうちから選
択される。
【００１９】
　ＲＡＭ１０３は、揮発性メモリであり、上述した映像表示処理のプログラムの展開領域
としてだけでなく、各ブロックの動作において出力されたデータやＰＣ２００等の外部機
器から入力されたデータ等を一時的に格納する記憶領域である。
【００２０】
　なお、本実施形態ではハードウェアとしてＬＣＤ１００が備える各ブロックにおいて処
理が実現されるものとして説明するが、本発明の実施はこれに限らず、各ブロックの処理
は当該各ブロックと同様の処理を行うプログラムで実現されてもよい。
【００２１】
　ＥＤＩＤメモリ１０４は、対応映像信号情報を含むＥＤＩＤを格納するための不揮発性
メモリであり、例えばＬＣＤ１００の工場出荷時に予めＥＤＩＤが格納されているものと
する。なお、本実施形態では当該ＥＤＩＤは書き換え可能であるものとして説明する。
【００２２】
　ＥＤＩＤメモリ１０４とＣＰＵ１０１とは、ＳＤＡ（Serial Data）端子、ＳＣＬ（Ser
ial Clock）端子、及びＷＰ（Write Protect）端子で接続されている。ＥＤＩＤメモリ１
０４とＣＰＵ１０１との間の通信は、Ｉ２Ｃ規格に準拠しており、ＥＤＩＤメモリ１０４
の情報を書き換える場合は、ＷＰを解除するように制御した後、規格に準拠した書き込み
処理によって行う。
【００２３】
　（ＥＤＩＤのデータ構成）
　ここで、本実施形態のＥＤＩＤのデータ構成について図２Ａ及び図２Ｂを用いて、以下
に詳細に説明する。なお、ＥＤＩＤの記述内容は、ＶＥＳＡ（Video Electronics Standa
rds Association）規格で規定されているものとする。
【００２４】
　ＥＤＩＤ４００は、不図示のヘッダ情報、基本ディスプレイパラメータ等に加え、ＬＣ
Ｄ１００が表示可能な映像信号の情報である対応映像信号情報が記述される対応映像信号
記述領域４０１を含む。対応映像信号記述領域４０１は、解像度、垂直走査周波数、及び
アスペクト比等の一般的な情報が記述される第１の領域と、信号処理に係る詳細な設定情
報である詳細記述子が記述される第２の領域で構成される。具体的には第１の領域はＥＴ
領域４０２及びＳＴ領域４０３で構成され、第２の領域はＤＴ領域４０４で構成されてい
る。
【００２５】
　ＥＴ領域４０２は、ＬＣＤ１００が対応している解像度と垂直走査周波数の組み合わせ
を規定する２バイト（１６ビット）の領域（Established Timings 1, Established Timin
gs 2）と、その他の解像度と垂直走査周波数の組み合わせを製造者が規定するための１バ
イト（８ビット）のリザーブ領域（Manufacturer’s Reserved Timings）からなる。なお
、２バイトの領域の１６ビットのそれぞれは、ＶＥＳＡ規格で規定された解像度（水平画
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素数×垂直画素数）と垂直走査周波数の１６種類の組み合わせ（640×480@60Hz, 800×60
0@60Hz, ・・・）に対応しており、ビットが１である場合に当該組み合わせが表示可能で
あることを意味する。 
　ＳＴ領域４０３は、水平解像度、アスペクト比、及び垂直走査周波数を規定する領域で
あり、１６バイトで構成される。ＳＴ領域４０３には、ＥＴ領域４０２ではサポートされ
ていないフォーマットについての記述がなされる。水平解像度、アスペクト比、及び垂直
走査周波数の組み合わせについては２バイトで構成可能であるため、ＳＴ領域４０３（St
andard Timing Identification #1 ～ #8）には最大８種類の当該情報の組み合わせにつ
いて記述することができる。
【００２６】
　このように、ＥＴ領域４０２及びＳＴ領域４０３からなる第１の領域には、ブランキン
グ期間や同期幅等の、対応する映像信号の具体的な情報が含まれていないため、当該領域
だけでは、ＬＣＤ１００において表示可能な映像信号を規定することができない。当該具
体的な情報は、詳細識別子としてＤＴ領域４０４に記述される。
【００２７】
　ＤＴ領域４０４は、上述したＥＴ領域４０２及びＳＴ領域４０３に含まれない、ＬＣＤ
１００で表示可能な映像信号についての、信号処理に係る詳細な設定情報である詳細識別
子を記述するための全７２バイトの領域である。１つの映像信号については、１８バイト
を使用して記述可能であるため、当該領域については最大４種類の映像信号についての詳
細識別子を記述することが可能である。なお、１つの映像信号についての詳細識別子には
、ピクセルクロック（垂直走査周波数に対応）、水平方向及び垂直方向それぞれの有効画
素数（解像度に対応）、ブランキング、フロントポーチ、同期幅、実画面寸法、及びイン
タレースの情報等が含まれる。
【００２８】
　また、ＤＴ領域４０４は、ＬＣＤ１００のシリアルナンバーや製品名を記述するための
領域としても用いられる領域であるため、一般的には当該領域には２種類以下の映像信号
についての詳細識別子が記述されていることが多い。即ち、ＬＣＤ１００が対応可能な解
像度の数によっては、全ての表示可能な映像信号についての詳細識別子をＤＴ領域４０４
に含めることはできない。例えば、ＤＴ領域４０４（Detailed Timing Description #1 
～ #4）のうち、Detailed Timing Description #1 ～ #2には、映像信号についての詳細
識別子が記述され、Detailed Timing Description #3 ～ #4には、ＬＣＤ１００のシリア
ルナンバーや製品名が記述される。
【００２９】
　なお、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の解像度及び垂直走査周波数の情報は、ＥＤ
ＩＤ４００のＥＴ領域４０２及びＳＴ領域４０３に全て記述されていなくてもよい。即ち
、ＥＴ領域４０２及びＳＴ領域４０３は容量制限があり、映像表示装置の種類によっては
表示可能な映像信号の解像度及び垂直走査周波数の情報を全て書き込むことはできないこ
ともある。このような映像表示装置も想定し、本実施形態のＬＣＤ１００は、ＥＤＩＤ４
００内のＥＴ領域４０２及びＳＴ領域４０３に含めることができないが、ＬＣＤ１００が
表示可能な映像信号の情報を、ＲＯＭ１０２にも記憶しているものとして以下は説明する
。
【００３０】
　このように構成されてＥＤＩＤメモリ１０４に記憶されたＥＤＩＤは、要求を受けると
、ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５を介して、ＤＶＩケーブル３００を用いて接続されたＰＣ２０
０に送信される。ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５は、ＤＶＩ規格に準拠した映像信号入力インタ
フェースである。
【００３１】
　（ＤＶＩケーブル３００の構成）
　ここで、ＤＶＩケーブル３００を構成する信号線について、以下に説明する。なお、本
実施形態の記載において、ＤＶＩケーブル３００は本発明の実施に具体的に必要とする信
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号線のみを図示して、本明細書では当該信号線についての説明のみに留めるが、ＤＶＩ規
格に準拠した一般的なケーブルが使用可能であることは容易に理解されよう。
【００３２】
　ＤＶＩケーブル３００は、ＴＭＤＳ（Transition Minimized Differential Signaling
）ライン３０１、ＤＤＣ（Display Data Channel）ライン３０２、＋５Ｖライン３０３、
ＨＰＤ（Hot Plug Detect）ライン３０４を有する。
【００３３】
　ＴＭＤＳライン３０１は、ＰＣ２００からＬＣＤ１００への映像信号入力に使用される
信号線である。ＴＭＤＳライン３０１は、ＴＭＤＳチャンネル０、ＴＭＤＳチャンネル１
、ＴＭＤＳチャンネル２及びＴＭＤＳクロックチャンネルを含む。
【００３４】
　ＤＤＣライン３０２は、ＬＣＤ１００からＰＣ２００に、ＬＣＤ１００のデバイス情報
であるＥＤＩＤを伝送するために使用される信号線である。ＤＤＣライン３０２を介する
通信方式は、Ｉ２Ｃ規格に準拠している。ＤＤＣライン３０２は、ＤＤＣデータライン及
びＤＤＣクロックラインを含んでおり、それぞれＥＤＩＤメモリ１０４のＳＤＡ端子及び
ＳＣＬ端子に接続されている。
【００３５】
　＋５Ｖライン３０３は、ＰＣ２００からＬＣＤ１００に＋５Ｖ電源を供給するための電
力供給線である。ＣＰＵ１０１は、＋５Ｖライン３０３より５Ｖ電源が供給されているか
否かにより、ＰＣ２００が接続されているか否かを判断することができる。
【００３６】
　ＨＰＤライン３０４は、高電圧レベル（以下、Ｈレベル）または低電圧レベル（以下、
Ｌレベル）のＨＰＤ信号をＬＣＤ１００からＰＣ２００に伝送するための信号線である。
具体的にはＣＰＵ１０１は、ＰＣ２００が接続されたと判断した場合に、ＰＣ２００に対
して接続が確立したことを通知するために、ＨレベルのＨＰＤ信号をＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１
０５から出力させる。またＣＰＵ１０１は、ＰＣ２００からの映像信号の入力を停止させ
る場合に、ＬレベルのＨＰＤ信号をＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５から出力させることにより、
接続が一時的に解除された状態としてＰＣ２００の映像信号の出力を停止させることがで
きる。
【００３７】
　信号処理部１０６は、ＴＭＤＳライン３０１を介してＰＣ２００より入力された映像信
号を処理する。具体的には信号処理部１０６は、受信した映像信号がＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１
０５から入力されると、当該映像信号を解析し、ＬＣＤ１００で表示可能な映像信号であ
るか否かを判断するために必要な情報を取得する。表示可能な映像信号であるか否かを判
断するために必要な情報は、少なくとも解像度と、ブランキングや有効画素等の詳細記述
子に記述される項目の情報（詳細な設定情報）とが含まれる。
【００３８】
　信号処理部１０６に入力された映像信号は、ＬＣＤ１００で表示可能な映像信号である
場合は信号処理部１０６より表示部１０７に出力され、表示部１０７の表示領域に表示さ
れる。表示部１０７は、液晶パネル等の表示装置であり、入力された映像信号を表示する
。
【００３９】
　（ＰＣ２００の構成）
　ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、記録媒体２０２に記録されているオペレーティングシステムを
展開して実行することにより、ＰＣ２００が備える各ブロックの動作を制御する。記録媒
体２０２は、ＰＣ２００が備える内蔵メモリや、ＰＣ２００に着脱可能に接続されるＨＤ
Ｄ（Hard Disc Drive）やＳＳＤ（Solid State Drive）等の記録装置である。記録媒体２
０２には、オペレーティングシステムに加え、後述する実施形態２の映像出力処理のプロ
グラム、ＰＣ２００において実行するアプリケーション、及び当該アプリケーションで用
いられるデータ等が記録されている。
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【００４０】
　ＧＰＵ（Graphic Processing Unit）２０３は、オペレーティングシステムに従って、
ＬＣＤ１００に表示させるためのＧＵＩ（Graphical User Interface）の映像信号を毎フ
レーム生成して出力する。ＧＰＵ２０３より出力された映像信号は、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０
４を介して、ＤＶＩケーブル３００のＴＭＤＳライン３０１を用いて、ＰＣ２００に接続
されたＬＣＤ１００に出力される。
【００４１】
　なお、ＰＣ２００は、例えば不図示の不揮発性メモリに出力可能な映像信号の情報を記
憶しており、ＧＰＵ２０３は当該出力可能な映像信号のフォーマットに従った映像信号を
生成して出力するものとする。またＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４を介し
てＬＣＤ１００より当該ＬＣＤ１００のＥＤＩＤを受信した場合、ＥＤＩＤに含まれる映
像信号の記述のうち、出力可能な映像信号に対応するものを選択してＧＰＵ２０３に映像
信号を生成させる。なお、ＥＤＩＤの表示可能な映像信号の記述に、ＰＣ２００が出力可
能な映像信号に対応するものが複数存在する場合は、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は所定の優先度
に応じて自動的に出力する映像信号のフォーマットを決定すればよい。例えば、Detailed
 Timing Description #1、Detailed Timing Description #2、Standard Timing Identifi
cation #1、 Standard Timing Identification #2、・・・#8、Established Timings 1、
 Established Timings 2といった優先度順で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は出力する映像信号の
フォーマットを決定する。またＰＣ－ＣＰＵ２０１は、解像度の高い順に優先度を付けて
、出力する映像信号のフォーマットを決定してもよい。なお、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４は、
ＤＶＩケーブル３００のＨＰＤライン３０４を介してＨレベルのＨＰＤ信号を受信した場
合に、ＥＤＩＤの受信要求を、ＤＤＣライン３０２を介して送信する。
【００４２】
　（映像表示処理）
　このような構成をもつ本実施形態のＬＣＤ１００の映像表示処理について、図３のフロ
ーチャートを用いて具体的な処理を説明する。当該フローチャートに対応する処理は、Ｃ
ＰＵ１０１が、例えばＲＯＭ１０２に記憶されている対応する処理プログラムを読み出し
、ＲＡＭ１０３に展開して実行することにより実現することができる。なお、本映像表示
処理は、例えばＬＣＤ１００の電源が投入された際に開始されるものとして説明する。
【００４３】
　Ｓ３０１で、ＣＰＵ１０１は、ＬＣＤ１００に対して映像入力を行う外部機器（ＰＣ２
００）が接続されているか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ
部１０５において、＋５Ｖライン３０３を介して５Ｖ電源が供給されているか否かにより
、外部機器の接続を判断する。ＣＰＵ１０１は、外部機器が接続されていると判断した場
合は処理をＳ３０２に移し、接続されていないと判断した場合は処理をＳ３０３に移す。
【００４４】
　Ｓ３０２で、ＣＰＵ１０１は、接続されている外部機器に対して、接続が確立し、ＥＤ
ＩＤの送信が可能であることを通知するためにＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５からＨＰＤライン
３０４を介してＨレベルのＨＰＤ（Hot Plug Detect）信号を送信する。
【００４５】
　Ｓ３０３で、ＣＰＵ１０１は、ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５からＨＰＤライン３０４を介し
てＬレベルのＨＰＤ信号を送信する。これは、ＤＶＩケーブル３００によって外部機器と
ＬＣＤ１００とは物理的に接続されてはいるが、５Ｖ電源の供給がなされていないために
接続が確立したとみなされていないことを外部機器に通知するためである。ＣＰＵ１０１
はＬレベルのＨＰＤ信号の送信後、処理をＳ３０１に戻す。なお、本ステップにおいて、
ＣＰＵ１０１は、接続されている外部機器に対するＤＤＣライン３０２を介した通信が行
えないように、ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５を制御してもよい。
【００４６】
　Ｓ３０４で、ＣＰＵ１０１は、接続が確立を通知したことに応答して、接続されている
外部機器からＥＤＩＤが要求されたか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、ＬＣ
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Ｄ側Ｉ／Ｆ部１０５において、ＤＤＣライン３０２を介してＥＤＩＤの要求信号が入力さ
れたか否かにより、要求の有無を判断する。ＣＰＵ１０１は、ＥＤＩＤの要求があった場
合は処理をＳ３０５に移し、なかった場合は接続確立の通知の受信に外部機器が失敗して
いる可能性があるため、処理をＳ３０１に戻す。
【００４７】
　Ｓ３０５で、ＣＰＵ１０１は、ＥＤＩＤメモリ１０４よりＥＤＩＤ４００を読み出し、
接続されている外部機器に対して送信する。具体的にはＣＰＵ１０１は、ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ
部１０５に読み出したＥＤＩＤ４００を入力し、ＤＤＣライン３０２を介して接続されて
いる外部機器に対して当該ＥＤＩＤを送信させる。
【００４８】
　本ステップで外部機器であるＰＣ２００に対してＥＤＩＤが送信されると、ＰＣ－ＣＰ
Ｕ２０１は当該ＥＤＩＤに含まれる、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の情報のうち、
ＰＣ２００が出力可能な映像信号の１つのフォーマットを選択する。例えば、Detailed T
iming Description #1、Detailed Timing Description #2、Standard Timing Identifica
tion #1、 Standard Timing Identification #2、・・・#8、Established Timings 1、 E
stablished Timings 2といった優先度順で、出力する映像信号のフォーマットを選択する
。優先度の高いフォーマットから順に、ＰＣ２００自身が出力可能なフォーマットか否か
を判別していき、出力可能なフォーマットであると判別された最も優先度の高いフォーマ
ットを選択する。そして、選択したフォーマットが、ＬＣＤ１００で表示可能なフォーマ
ットではないとＬＣＤ１００から通知を受けたら、次に優先度の高いフォーマットを選択
する。そしてＰＣ－ＣＰＵ２０１は、当該フォーマットに対応した映像信号をＧＰＵ２０
３に生成させ、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４を介してＬＣＤ１００に出力する。
【００４９】
　なお、ＬＣＤ１００とＰＣ２００が最初に接続された後にＥＤＩＤを送信した時点では
、ＣＰＵ１０１は、ＰＣ２００が出力可能な映像信号のフォーマットについて認識してい
ない。このため、ＣＰＵ１０１は、ＰＣ２００が出力可能な映像信号、かつＬＣＤ１００
で表示可能な映像信号の詳細記述子を含むＥＤＩＤを、ＰＣ２００に送信できない場合が
ある。即ち、ＧＰＵ２０３により生成されＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４を介して出力される映像
信号は、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号のうち、解像度及び垂直走査周波数の組み合
わせ等の簡易的な設定について対応している信号となっている。あるいは、ＥＤＩＤに記
述されている全ての解像度や垂直走査周波数の組み合わせが、ＰＣ２００が出力可能な映
像信号に対応していない場合は、簡易的な設定についてすら対応していない信号が出力さ
れる可能性もある。
【００５０】
　これは、受信したＥＤＩＤ４００のＤＴ領域４０４に記述されている詳細記述子が、Ｌ
ＣＤ１００が表示可能な解像度のうち、ＰＣ２００が出力可能な解像度の映像信号の詳細
な設定情報を必ずしも記述したものではないからである。つまり、ＥＤＩＤを送信するこ
とによりＰＣ２００から出力される映像信号は、ＰＣ２００が出力可能な映像信号のうち
、ＥＤＩＤのＥＴ領域４０２やＳＴ領域４０３に記述される情報に対応するとして選択さ
れた情報に従って生成された映像信号となることがある。
【００５１】
　なお、ＤＴ領域４０４の詳細記述子に記述されている情報が、ＰＣ２００が出力可能な
解像度の映像信号の解像度及び詳細な設定情報と一致している場合は、ＰＣ２００は当該
映像信号を生成して出力する。即ち、ＰＣ２００から出力される映像信号はＬＣＤ１００
で表示可能な映像信号となる。
【００５２】
　Ｓ３０６で、ＣＰＵ１０１は、接続されている外部機器から、上述したようにＥＤＩＤ
に応じて生成された映像信号を受信したか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、
ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５においてＴＭＤＳライン３０１を介して、接続されている外部機
器から映像信号を受信したか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、接続されている外部機器
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においてＥＤＩＤに応じて生成された映像信号を受信したと判断した場合は処理をＳ３０
９に移し、受信していないと判断した場合（通信不具合が発生した場合等）は処理をＳ３
０７に移す。
【００５３】
　Ｓ３０７で、ＣＰＵ１０１は、Ｓ３０１で接続が確立された外部機器がまだ接続されて
いるか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、Ｓ３０１と同様にＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部
１０５において、＋５Ｖライン３０３を介して５Ｖ電源が供給されているか否かにより、
外部機器の接続を判断する。ＣＰＵ１０１は、接続が確立された外部機器がまだ接続され
ていると判断した場合（外部機器が接続された状態ではあるが、外部機器が未だ映像信号
を送信準備中である場合等）は処理をＳ３０６に戻す。またＣＰＵ１０１は、接続が確立
された外部機器が接続されていないと判断した場合は、Ｓ３０３と同様にＬＣＤ側Ｉ／Ｆ
部１０５からＨＰＤライン３０４を介してＬレベルのＨＰＤ信号を送信し（Ｓ３０８）、
処理をＳ３０１に戻す。
【００５４】
　Ｓ３０６で映像信号を受信したと判断した場合、Ｓ３０９においてＣＰＵ１０１は当該
受信した映像信号について信号処理部１０６に解析させ、ＬＣＤ１００で表示可能な映像
信号であるか否かを判断するために必要な情報を取得する。本実施形態では、信号処理部
１０６が取得する、ＬＣＤ１００で表示可能な映像信号であるか否かを判断するために必
要な情報は、受信した映像信号の解像度、及び詳細な設定情報であるものとして以下は説
明する。しかしながら、本発明の実施はこれに限らず、信号処理部１０６の解析により取
得される情報は、受信した映像信号がＬＣＤ１００において表示可能な映像信号であるか
否かを判断できる情報であればよい。なお、受信した映像信号についての詳細な設定情報
は、ＥＤＩＤの第２の領域において詳細記述子として記述されている全てのパラメータを
指すものとして以下に説明する。しかしながら、上述したように表示可能な映像信号であ
るか否かを判断できるのであれば、受信した映像信号についての詳細な設定情報は、詳細
記述子の少なくとも一部のパラメータで構成されてもよい。
【００５５】
　Ｓ３１０で、ＣＰＵ１０１は、信号処理部１０６により取得された、受信した映像信号
の解像度が、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の解像度であるか否かを判断する。具体
的にはＣＰＵ１０１は、信号処理部１０６により取得された、受信した映像信号の解像度
が、ＥＤＩＤメモリ１０４に格納されているＥＤＩＤ４００の第１の領域および第２の領
域において記述されている解像度であるか否かを判断する。加えてＣＰＵ１０１は、ＥＤ
ＩＤ４００には含めることができないが、ＲＯＭ１０２に格納されている、ＬＣＤ１００
が表示可能な映像信号の解像度として記述されているか否かを判断する。このように、本
ステップでＣＰＵ１０１は、受信した映像信号の解像度を、ＬＣＤ１００が表示可能な全
ての解像度と比較して、一致するものが存在するか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、受
信した映像信号の解像度が、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の解像度である場合は処
理をＳ３１１に移す。一方、表示可能な映像信号の解像度ではない場合（例えば、1600×
1200@60Hz等）は、Ｓ３１５のエラー処理を実行した後、処理をＳ３０１に戻す。なお、
エラー処理は、映像ミュート処理や表示部１０７へのエラーメッセージの通知を行う処理
である。また当該エラー処理後、Ｓ３０１からの処理を実行してＰＣ２００に再度ＥＤＩ
Ｄを送信するが、ＥＤＩＤの第１の領域および第２の領域にＰＣ２００が出力可能な解像
度の情報が他にも存在する場合、ＰＣ２００は当該解像度の映像信号を生成して送信する
ものとする。
【００５６】
　Ｓ３１１で、ＣＰＵ１０１は、受信した映像信号についての詳細な設定情報が、当該映
像信号の解像度についてＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報と一致する
か否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、Ｓ３０９における信号解析により得られ
た詳細な設定情報と、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報（ＲＯＭ１０
２に記憶されている詳細な設定情報）とを比較する。Ｓ３０９による信号解析で、受信し
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た映像信号に付加されているメタデータを取得することにより、解像度の他、ブランキン
グや同期幅等の詳細フォーマットに関する情報も取得できる場合は、ＲＯＭ１０２に格納
された算出式を用いた算出処理は不要である。ＣＰＵ１０１は、受信した映像信号につい
ての詳細な設定情報が、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報と一致する
場合は処理をＳ３１２に移し、一致しない場合は処理をＳ３１３に移す。　なお、本実施
形態ではＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報をＲＯＭ１０２に記憶され
ているものとして説明するが、ＲＯＭ１０２内に格納した算出式を用いて、解像度等の情
報から詳細な設定情報を算出する構成であってもよく、この場合は詳細な設定情報を記憶
するメモリ容量を削減することができる。
【００５７】
　Ｓ３１２で、ＣＰＵ１０１は信号処理部１０６に、接続されている外部機器から受信し
た映像信号を表示部１０７に出力させ、表示させる。ＣＰＵ１０１は受信した映像信号を
表示すると、本映像表示処理を完了する。
【００５８】
　Ｓ３１３で、ＣＰＵ１０１は、受信した映像信号の解像度がＥＤＩＤ４００の第２の領
域の詳細記述子に記述されているか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、受信し
た映像信号の解像度が、ＥＤＩＤ４００の第２の領域の詳細記述子に、有効画素として記
述されていると判断されたか否かを判断する。即ち、接続されている外部機器に対して送
信されたＥＤＩＤ４００の第２の領域に、受信した映像信号の解像度が既に記述されてい
る場合（例えば、1920×1080@60Hzで、ブランキングや同期幅等の詳細フォーマットが非
対応の映像信号を受信した場合）、外部機器は詳細記述子に記述された詳細な設定情報を
有する映像信号を出力不可能であると判断できる。つまり、接続されている外部機器にＬ
ＣＤ１００からＲＯＭ１０２内の情報に基づいてどのようなＥＤＩＤを送信したとしても
、当該解像度の映像信号について、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号は受信できないと
判断することができる。ＥＤＩＤ４００の第２の領域に詳細な設定情報を記述しているに
もかかわらず、ブランキングや同期幅等の詳細フォーマットが非対応の映像信号が外部機
器から送信された場合、外部機器は送信したＥＤＩＤ４００の第２の領域の詳細な設定情
報を有する映像信号ではなく、第１の領域の情報あるいは第２の領域の詳細フォーマット
以外の情報を参照して映像信号を生成していると考えられる。即ち、当該外部機器はＬＣ
Ｄ１００が対応している詳細フォーマットの映像信号を出力できないと考えられる（例え
ば、図２ＢのDetailed Timing Description #2を参照し、1920×1080@60Hzについてのブ
ランキングや同期幅等の詳細フォーマットが全て一致する映像信号を、外部機器は出力す
ることができない場合）。ＣＰＵ１０１は、受信した映像信号の解像度がＥＤＩＤ４００
の詳細記述子に記述されている場合はエラー処理（Ｓ３１６）を実行して処理をＳ３０１
に戻し、記述されていない場合は処理をＳ３１４に移す。
【００５９】
　Ｓ３１４で、ＣＰＵ１０１は、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報を
用いて、ＥＤＩＤメモリ１０４に記憶されているＥＤＩＤのＤＴ領域４０４に含まれる詳
細記述子を更新する。具体的にはＣＰＵ１０１は、まずＰＣ２００に対してＥＤＩＤの内
容の書き換えによりＥＤＩＤが送信不可能であることを通知するために、ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ
部１０５からＨＰＤライン３０４を介してＬレベルのＨＰＤ信号を送信する。その後ＣＰ
Ｕ１０１は、ＥＤＩＤメモリ１０４のＷＰ（書き込み保護）を解除して詳細記述子の内容
を更新した後、再びＥＤＩＤメモリ１０４に対してＷＰを設定し、処理をＳ３０１に戻す
。
【００６０】
　図２Ｃは、更新後のＥＤＩＤの一例を示す図である。図２Ｂに示した更新前のＥＤＩＤ
と対比すると、Standard Timing Identification #1に記述されていた1920×1200@60Hzに
対応するフォーマット情報が、1920×1080@60Hzに対応するフォーマット情報に書き換え
られている。また、Detailed Timing Description #2に記述されていた1920×1080@60Hz
に対応する詳細フォーマット情報が、1920×1200@60Hzに対応する詳細フォーマット情報
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に書き換えられている。外部機器からの映像信号が、1920×1200@60Hzで詳細フォーマッ
トが非対応の映像信号であった場合、このようにＬＣＤ１００が表示可能な1920×1200@6
0Hzに対応する詳細フォーマット情報がＤＴ領域４０４に書き込まれる。図２Ｂに示した
更新前のＥＤＩＤでは、Standard Timing Identification #1に1920×1200@60Hzに対応す
るフォーマット情報が記述されていたが、ＳＴ領域４０３にはブランキングや同期幅等の
詳細フォーマットを示す情報が記述されていない。このため、外部機器がデフォルトの詳
細フォーマットの映像信号を出力したと想定することができる。例えば、ＬＣＤ１００は
、1920×1200@60Hzで、垂直同期信号の同期幅（V Sync. Pulse Width）が３ラインの映像
信号に対応しており、1920×1200@60Hzで、垂直同期信号の同期幅（V Sync. Pulse Width
）が５ラインの映像信号が外部機器から出力された場合等に、ＣＰＵ１０１は、図２Ｂに
示したＥＤＩＤから図２Ｃに示したＥＤＩＤに更新する。なお、ここでは、垂直同期信号
の同期幅（V Sync. Width）が一致していない場合を例示したが、詳細フォーマットとし
て記述される他のパラメータ（水平／垂直ブランキング（H Active/Blanking, V Active/
Blanking））、水平同期信号の同期幅（H Sync. Pulse Width）、実画面寸法（Image Siz
e）、及びインタレースの情報（Flags）等）が一致していない場合も、同様の処理となる
。
【００６１】
　なお、本ステップでは、Ｓ３１３において受信した映像信号の解像度がＥＤＩＤ４００
の詳細記述子に含まれない場合に、当該解像度についてＲＯＭ１０２に記憶されている詳
細な設定情報を用いてＥＤＩＤの更新を行うものとして説明した。しかしながら、本ステ
ップにおいてＥＤＩＤの更新を行う条件は、受信した映像信号の解像度が詳細記述子に含
まれず、かつ当該解像度が第１の領域に記述されている場合に実行するものとしても良い
。この場合、処理時間が短縮される。
【００６２】
　このようにすることで、ＣＰＵ１０１は接続されている外部機器からＥＤＩＤに応じて
出力される映像信号の解像度を特定し、ＬＣＤ１００が当該解像度の映像信号を表示する
ために必要な詳細な設定情報でＥＤＩＤを更新することができる。即ち、接続されている
外部機器がＬＣＤ１００のＥＤＩＤに応じて出力する映像信号の解像度を把握した上でＥ
ＤＩＤを書き換えるため、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号が外部機器から出力され易
くすることができる。
【００６３】
　なお、Ｓ３１４のＥＤＩＤ更新処理において、受信した映像信号の解像度について、Ｌ
ＣＤ１００が表示可能な映像信号が複数存在する場合は、ＤＴ領域４０４に複数の詳細記
述子（Detailed Timing Description #1、Detailed Timing Description #2）を書き込む
ようにしてもよい。あるいは１回の映像表示処理のループにおいて１種類の詳細記述子を
ＤＴ領域４０４に書き込み、当該詳細記述子が接続されている外部機器に対応していない
場合に、次のループで別の詳細記述子に書き換える構成であってもよい。なお、後者の場
合は、Ｓ３１３における判断において、別の詳細記述子が存在するか否かによりエラー処
理の実行有無を制御すればよい。また、上述したようにＥＤＩＤメモリ１０４に格納され
ているＥＤＩＤを直接更新する方法に限らず、ＥＤＩＤを例えばＲＡＭ１０３に複製し、
当該複製したＥＤＩＤの情報を更新して接続されている外部機器に送信する方法でＥＤＩ
Ｄの書き換えを行ってもよい。
【００６４】
　（まとめ）
　以上説明したように、本実施形態の映像表示装置は、映像表示装置が表示可能な映像信
号が、映像出力装置から出力され易くすることができる。具体的には映像表示装置は、映
像表示装置が表示可能な映像信号の解像度を示す第１の情報と、当該解像度を有する映像
信号を映像表示装置で表示するために必要な設定情報である第２の情報と、を有する対応
映像信号情報を映像出力装置に送信する。そして送信後に映像出力装置から受信した映像
信号が、映像表示装置が表示可能な解像度を有するが、表示できない映像信号である場合
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、当該映像信号の解像度についての設定情報を第２の情報に含むように対応映像信号情報
を更新する。
【００６５】
　このようにすることで、映像出力装置に対して、当該映像出力装置が映像表示装置に対
して出力する映像信号を映像表示装置において表示可能にするための詳細な条件を通知す
ることができる。即ち、映像出力装置が当該詳細な条件に対応した映像信号を出力可能な
場合は、映像表示装置は当該映像出力装置から表示可能な映像信号を受信することができ
る。
【００６６】
　（実施形態２）
　上述した実施形態１では、受信した映像信号に応じて更新した対応映像信号情報を送信
することにより、映像出力装置が出力する解像度の映像信号を、映像表示装置で表示可能
にするための詳細な設定を映像出力装置に通知する方法について説明した。本実施形態２
では、映像表示装置において対応映像信号情報を更新するのではなく、映像出力装置が映
像表示装置に対して出力予定の出力解像度の映像信号について、映像表示装置で表示可能
にするための詳細な設定を問い合わせる態様について説明する。
【００６７】
　なお、本実施形態について、以下に説明する映像出力装置としてのＰＣ２００及び映像
表示装置としてのＬＣＤ１００の構成は、上述した実施形態１と同様であるものとして以
下に説明する。
【００６８】
　（映像出力処理）
　本実施形態のＰＣ２００の映像出力処理について、図４のフローチャートを用いて具体
的な処理を説明する。当該フローチャートに対応する処理は、ＰＣ－ＣＰＵ２０１が、例
えば記録媒体２０２に記憶されている対応する処理プログラムを読み出し、不図示のＲＡ
Ｍに展開して実行することにより実現することができる。なお、本映像出力処理は、例え
ばＰＣ２００の電源が投入された際に開始されるものとして説明する。
【００６９】
　Ｓ４０１で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、表示装置（ＬＣＤ１００）との接続が確立したか
否かを判断する。具体的にはＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４において、Ｈ
ＰＤライン３０４を介してＨレベルのＨＰＤ信号を受信したか否かにより、表示装置との
接続の確立を判断する。ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、表示装置との接続が確立したと判断した
場合は処理をＳ４０２に移し、確立していないと判断した場合は本処理を繰り返す。
【００７０】
　Ｓ４０２で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置に対してＥＤＩＤの送信
を要求する（第１の取得）。具体的にはＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置
に対し、ＤＤＣライン３０２を介してＥＤＩＤの要求信号をＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４に送信
させる。
【００７１】
　Ｓ４０３で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置から、当該表示装置のＥ
ＤＩＤを受信したか否かを判断する。具体的には、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＰＣ側Ｉ／Ｆ
部２０４において、ＤＤＣライン３０２を介してＥＤＩＤを受信したか否かを判断する。
ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＥＤＩＤを受信したと判断した場合は当該受信したＥＤＩＤを不
図示のＲＡＭに記憶させた後、処理をＳ４０４に移し、受信していないと判断した場合は
処理をＳ４０１に戻す。
【００７２】
　Ｓ４０４で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置のＥＤＩＤの第２の領域
に、不図示の不揮発性メモリに記憶されているＰＣ２００が出力可能な映像信号の解像度
と一致する解像度が記述されているか否かを判断する。即ち、ＥＤＩＤの第２の領域の情
報を参照することにより、接続されている表示装置で表示可能な解像度の映像信号を、Ｐ
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Ｃ２００が出力可能であるか否かを判断する。ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＰＣ２００が出力
可能な映像信号の解像度と一致する解像度がＥＤＩＤの第２の領域に記述されている場合
は処理をＳ４０７に移す。
【００７３】
　また、ＥＤＩＤの第２の領域に、ＰＣ２００が出力可能な映像信号の解像度と一致する
解像度が記述されていない場合は、ＰＣ－ＣＰＵ２０１はＳ４０４からＳ４１０に処理を
進める。そしてＰＣ－ＣＰＵ２０１はＳ４１０で、ＥＤＩＤの第１の領域に、ＰＣ２００
が出力可能な映像信号の解像度と一致する解像度が記述されているか否かを判断する。即
ち、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＥＤＩＤの第１の領域の情報を参照することにより、接続さ
れている表示装置で表示可能な解像度の映像信号を、ＰＣ２００が出力可能であるか否か
を判断する。ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＰＣ２００が出力可能な映像信号の解像度と一致す
る解像度がＥＤＩＤの第１の領域に記述されている場合は処理をＳ４０５に移す。
【００７４】
　またＰＣ－ＣＰＵ２０１は、出力可能な映像信号の解像度と一致する解像度がＥＤＩＤ
の第１の領域に記述されていない場合、Ｓ４１１のエラー処理を実行した後、処理をＳ４
０１に戻す。当該エラー処理は、ＰＣ２００が出力可能な映像信号の解像度と一致する解
像度がＥＤＩＤに記述されていないことをＤＤＣライン３０２を介して表示装置（ＬＣＤ
１００）に通知する処理である。表示装置（ＬＣＤ１００）は、当該エラーの通知を受け
ると、ＥＤＩＤの内容を書き換えて、再度ＰＣ２００に送信する。
【００７５】
　Ｓ４０５及びＳ４０６の処理は、ＰＣ２００が出力可能な映像信号について、ＥＤＩＤ
の第１の領域には当該映像信号の解像度の情報が含まれているが、第２の領域には当該映
像信号に対応する詳細記述子が記述されていない場合に実行される。
【００７６】
　Ｓ４０５で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＥＤＩＤの第１の領域に含まれる解像度のうち、
ＰＣ２００が出力可能な映像信号の１つの解像度について、接続されている表示装置が表
示可能な映像信号の詳細な設定情報を、当該表示装置に要求する（第２の取得）。このと
き、ＥＤＩＤの第１の領域に含まれる解像度のうち、ＰＣ２００が出力可能な映像信号の
１つの解像度は、受信したＥＤＩＤに応じてＰＣ－ＣＰＵ２０１が選択する、出力予定の
映像信号の解像度である。即ち、本ステップにおいてＰＣ－ＣＰＵ２０１は、出力予定の
解像度の映像信号を、接続されている表示装置で表示可能にするために、当該表示装置に
対して映像信号の詳細な設定情報を問い合せる。
【００７７】
　具体的にはＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置に対し、ＤＤＣライン３０
２を介して出力予定の映像信号の解像度について、表示装置で表示可能な映像信号の詳細
な設定情報を要求するための信号をＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４に送信させる。なお、本実施形
態において当該詳細な設定情報を要求するための信号は、ＤＤＣ／ＣＩ規格に準拠したコ
マンドであるものとする。しかしながら、本発明の実施はこれに限らず、ＵＳＢやＩＥＥ
Ｅ１３９４に対応したケーブルを別途接続し、これらの通信プロトコルを用いて詳細な設
定情報の要求及び通知を行ってもよい。
【００７８】
　そしてＳ４０６で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置から、出力予定の
映像信号の解像度についての、当該表示装置において表示可能な映像信号の詳細な設定情
報を受信したか否かを判断する。具体的にはＰＣ－ＣＰＵ２０１は、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０
４において、ＤＤＣライン３０２を介して表示可能な映像信号の詳細な設定情報を受信し
たか否かを判断する。ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置から表示可能な映
像信号の詳細な設定情報を受信した場合は処理をＳ４０７に移し、受信していない場合は
本ステップの処理を繰り返す。
【００７９】
　Ｓ４０７で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、Ｓ４０６で受信した詳細な設定情報に対応する、
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出力予定の解像度の映像信号を出力可能であるか否かを判断する。具体的にはＰＣ－ＣＰ
Ｕ２０１は、不図示の不揮発性メモリに格納されているＰＣ２００が出力可能な映像信号
の情報を参照し、出力予定の解像度を有する映像信号であって、受信した詳細な設定情報
を有する映像信号の情報が存在するか否かを判断する。即ち、本ステップにおいてＰＣ－
ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置で表示可能な映像信号を出力可能であるか否か
を判断する。ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、接続されている表示装置で表示可能な映像信号を出
力可能であると判断した場合は処理をＳ４０８に移し、出力不可能であると判断した場合
は処理をＳ４０９に移す。
【００８０】
　Ｓ４０８で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、Ｓ４０６で受信した詳細な設定情報に対応する、
出力予定の解像度の映像信号をＧＰＵ２０３に生成させ、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４からＴＭ
ＤＳライン３０１を介して出力させた後、本映像出力処理を終了する。
【００８１】
　Ｓ４０９で、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は、出力予定の解像度を有する、ＰＣ２００が出力可
能な映像信号（Ｓ４０６で受信した詳細な設定情報に対応しない映像信号）をＧＰＵ２０
３に生成させ、ＰＣ側Ｉ／Ｆ部２０４からＴＭＤＳライン３０１を介して出力させ、処理
をＳ４０１に戻す。
【００８２】
　なお、ＥＤＩＤの第１の領域にＰＣ２００が出力可能な解像度の情報が他にも存在する
場合、ＰＣ－ＣＰＵ２０１は当該解像度について、Ｓ４０５乃至Ｓ４１０の処理を繰り返
すものとする。
【００８３】
　（映像表示処理）
　次に上述した映像出力処理に対応する、本実施形態のＬＣＤ１００の映像表示処理につ
いて、図５のフローチャートを用いて具体的な処理を説明する。当該フローチャートに対
応する処理は、ＣＰＵ１０１が、例えばＲＯＭ１０２に記憶されている対応する処理プロ
グラムを読み出し、ＲＡＭ１０３に展開して実行することにより実現することができる。
なお、本映像表示処理は、例えばＬＣＤ１００の電源が投入された際に開始されるものと
して説明する。また、本映像表示処理において、上述した実施形態１の映像表示処理と同
様の処理を行うステップについては同一の参照符号を付して説明を省略し、本実施形態に
特徴的なステップについてのみ以下に説明する。
【００８４】
　Ｓ３０５でＥＤＩＤを送信した後、Ｓ５０１で、ＣＰＵ１０１は接続されている外部機
器から、当該外部機器が出力予定の映像信号の解像度について、ＬＣＤ１００が表示可能
な映像信号の詳細な設定情報を要求されたか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は
、ＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０５においてＤＤＣライン３０２を介して、接続されている外部機
器から、出力予定の解像度についての、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定
情報の要求信号を受信したか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、接続されている外部機器
から詳細な設定情報の要求信号を受信した場合は処理をＳ５０２に移し、受信していない
場合は処理をＳ５０３に移す。
【００８５】
　Ｓ５０２で、ＣＰＵ１０１は、受信した出力予定の映像信号の解像度について、ＬＣＤ
１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報の各パラメータを、接続されている外部機
器に送信する。具体的にはＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に記憶されている詳細な設定情
報（ピクセルクロック（垂直走査周波数に対応）、水平方向及び垂直方向それぞれの有効
画素数（解像度に対応）、ブランキング、フロントポーチ、同期幅、実画面寸法、及びイ
ンタレースの情報等）を読み出して、ＤＤＣライン３０２を介して接続されている外部機
器に対して当該詳細な設定情報を送信させる。
【００８６】
　Ｓ５０３で、ＣＰＵ１０１は、Ｓ３０１で接続が確立された外部機器がまだ接続されて
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いるか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、Ｓ３０１と同様にＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部
１０５において、＋５Ｖライン３０３を介して５Ｖ電源が供給されているか否かにより、
外部機器の接続を判断する。ＣＰＵ１０１は、接続が確立された外部機器がまだ接続され
ていると判断した場合は処理をＳ３０６に移す。またＣＰＵ１０１は、接続が確立された
外部機器が接続されていないと判断した場合は、Ｓ３０３と同様にＬＣＤ側Ｉ／Ｆ部１０
５からＨＰＤライン３０４を介してＬレベルのＨＰＤ信号を送信し（Ｓ５０４）、処理を
Ｓ３０１に戻す。
【００８７】
　Ｓ３０６で接続されている外部機器から映像信号を受信していないと判断した場合、Ｓ
５０５でＣＰＵ１０１は、Ｓ５０２において外部機器が出力予定の解像度について、ＬＣ
Ｄ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報を送信したか否かを判断する。具体的に
は、外部機器が接続された状態ではあるが外部機器が未だ設定情報要求を送信準備中であ
る場合等は、Ｓ５０１（Ｎｏ）からＳ５０３（Ｙｅｓ）に進み、続いてＳ３０６（Ｎｏ）
からＳ５０５（Ｎｏ）に進みＳ５０１に戻る処理を繰り返す。ＣＰＵ１０１は、出力予定
の解像度について、ＬＣＤ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報を送信したと判
断した場合は処理をＳ３０７に移し、送信していないと判断した場合は処理をＳ５０１に
戻す。
【００８８】
　Ｓ３０６で接続されている外部機器から映像信号を受信したと判断した場合、ＣＰＵ１
０１はＳ３０９で信号処理部１０６に受信した映像信号を解析させ、ＬＣＤ１００で表示
可能な映像信号であるか否かを判断するための情報を取得した後、処理をＳ５０６に移す
。
【００８９】
　Ｓ５０６で、ＣＰＵ１０１は、受信した映像信号の解像度及び詳細な設定情報が、ＬＣ
Ｄ１００が表示可能な映像信号に対応しているか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０
１は、まず解像度について信号処理部１０６により取得された、受信した映像信号の解像
度が、ＥＤＩＤメモリ１０４に格納されているＥＤＩＤ４００の第１の領域および第２の
領域において記述されている解像度であるか否かを判断する。加えてＣＰＵ１０１は、Ｅ
ＤＩＤ４００には含めることができないが、ＲＯＭ１０２に格納されている、ＬＣＤ１０
０が表示可能な映像信号の解像度として記述されているか否かを判断する。さらにＣＰＵ
１０１は詳細な設定情報について、受信した映像信号についての詳細な設定情報が、ＬＣ
Ｄ１００が表示可能な映像信号の詳細な設定情報と一致するか否かを判断する。ＣＰＵ１
０１は、受信した映像信号の解像度及び詳細な設定情報が、ＬＣＤ１００が表示可能な映
像信号に対応していると判断した場合は処理をＳ３１２に移し、対応していないと判断し
た場合はエラー処理を実行して処理をＳ３０１に戻す。
【００９０】
　このような映像出力処理及び映像表示処理により、ＰＣ２００は、接続されているＬＣ
Ｄ１００のＥＤＩＤに基づいて出力予定の映像信号の解像度を決定し、当該解像度の映像
信号をＬＣＤ１００で表示するための情報を取得した上で、映像信号を生成する。その結
果として、ＬＣＤ１００で確実に表示可能な映像信号をＰＣ２００からＬＣＤ１００に出
力することができる。
【００９１】
　（まとめ）
　以上説明したように、本実施形態の映像出力装置は、映像表示装置が表示可能な映像信
号が、映像出力装置から出力され易くすることができる。具体的には映像出力装置は、映
像表示装置が表示可能な映像信号の解像度を示す第１の情報と、当該解像度を有する映像
信号を映像表示装置で表示するために必要な設定情報である第２の情報と、を有する対応
映像信号情報を映像表示装置から取得する。対応映像信号情報の第１の情報に映像出力装
置が出力可能な解像度が含まれているが、第２の情報に当該解像度を有する映像信号を生
成するために必要な設定情報が含まれていない場合は、当該解像度のうちの１つの解像度
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を出力予定の解像度として選択する。そして、当該出力予定の解像度についての設定情報
を映像表示装置から取得し、当該設定情報に基づいて、出力予定の解像度を有する映像信
号を生成して映像表示装置に出力する。
【００９２】
　このようにすることで、映像出力装置において、映像表示装置に対して出力する映像信
号を映像表示装置において表示可能にするための詳細な条件を受信した上で映像信号を生
成することができる。即ち、映像出力装置が当該詳細な条件に対応した映像信号を出力可
能な場合は、映像表示装置は当該映像出力装置から表示可能な映像信号を受信することが
できる。
【００９３】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２Ａ】
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【図３】 【図４】
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